
70歳までの雇用機会の確保のために
～改正高年齢者雇用安定法が令和３年４月から施行されました～
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高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が急速に進行し人口が減少する中で、経済社会の活力を

維持するため、働く意欲がある誰もが年齢にかかわりなくその能力を十分に発揮できるよう、

高年齢者が活躍できる環境整備を図る法律です。

〇60歳未満の定年禁止

〇65歳までの雇用確保措置

事業主が定年を定める場合は、定年年齢を60歳以上としなければならない。

①70歳までの定年引き上げ

②定年制の廃止

③70歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度）の導入

④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

ａ.事業主が自ら実施する社会貢献事業

ｂ.事業主が委託、出資（資金提供）等する団体が行う社会貢献事業

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

※対象事業主：当該労働者を60歳まで雇用していた事業主

定年を65歳未満に定めている事業主は、以下のいずれかの措置（高年齢者雇用確保措置）を講じなければ
ならない。
①65歳までの定年引き上げ
②定年制の廃止
③65歳までの継続雇用制度（再雇用制度・勤務延長制度等）を導入
継続雇用制度の適用者は原則として希望者全員

これまでの高年齢者雇用安定法 ～65歳までの雇用確保（義務）～

改正のポイント ～70歳までの就業機会の確保（努力義務）～

65歳までの雇用確保（義務）に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高

年齢者就業確保措置として、以下のいずれかの措置を講ずる努力義務を新設。

※対象事業主：当該労働者を60歳まで雇用していた事業主



高知市男女共同参画推進企業
令和３年度

を表彰しました

高知市では、男女共同参画の推進に積極的に取組んでいる市内の事業者、法人、各種団体を毎年表彰しています。
今年は８社が受賞となり、８月２日に表彰式が行われました。
各社とも育児・介護休業制度の充実やワークライフバランスの推進、女性活躍を支援する取組、健康支援等の働
きやすい職場づくりなど、それぞれの特色を活かした男女共同参画の取組を行なっています。

講座のお知らせ

★令和３年度受賞者★
株式会社アルゴ
啓大建設有限会社
株式会社高知自動車協会
須工ときわ株式会社
大旺新洋株式会社
株式会社日東水道
社会福祉法人ファミーユ高知
学校法人龍馬学園
（50音順・敬称略）

これまでの表彰結果など、詳しくは人権同和・男女共同参画課のＷｅｂサイトをご覧ください。

お問い合わせ先

高知市人権同和・男女共同参画課

℡ 088-823-9913


